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意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｃ６－３２０ 調理用切削器及び調理用粉砕器 
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対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｃ６－３２０ 全 調理用切削器及び調理用粉砕器 
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参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｋ４－３０ 業務用食品切截機 

Ｃ６－３２２ スライサー 

Ｃ６－３２４ おろし器 
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再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 
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この分類に含まれる物品 

食品刻み器 ところ天つき器 天突き 

千切り器   
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定義 

 調理の際、食品を同時に多量に切り刻んだり、粉砕したりする器具。 

Ｃ６－３２台下位分類の複合物品（例えば、スライサー付きおろし器）を含む。 

千切り器、細切り器、みじん切り器を含む。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品，意匠） 
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分類付与運用メモ（付与優先関係，懸案事項など） 

 受け容器にはめ込んで使うボード型の調理用切削器に関し、Ｃ６－３２台の分類は機能又は用途分類で

あるため類似形状でも刃の違いのみにより分類は別となる場合が生ずる。 

よって、意匠に係る物品及び切削部の形状により、以下のように分類する。 

 ・Ｃ６－３２０ 千切り器、細切り器、みじん切り器、または下位分類の機能を複数有する物品 

 ・Ｃ６－３２２ 薄切り器、スライサー 

 ・Ｃ６－３２４ おろし器 
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過去に分類した物品の名称 

千切り器 スライサー付きおろし器  

   

 

1168676号 フードグラインダー 

 

1126874号  
スライサー付きおろし器 

 

1166623号 ところ天つき器 

 

Ｃ6-320 682871号 千切り器 

 

Ｃ6-322 534680号 薄切り器 

 

Ｃ６-320 695087号  
スライサー付きおろし器 

 

Ｃ6-324 1150440号
おろし器 

 


